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   磐田市小中一貫教育の推進等に係る市費負担教員の任用等に関    

する条例の一部を改正する条例 

 磐田市小中一貫教育の推進等に係る市費負担教員の任用等に関する条例

（平成２２年磐田市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「２８万８，６００円」を「２６万６，６００円」に改め

る。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

教職経験月数 大学院卒 大学卒 短大卒 

12月未満 246,600円 228,100円 207,400円

12月以上24月未満 257,000円 235,900円 214,200円

24月以上36月未満 266,600円 246,600円 220,900円

36月以上48月未満 275,300円 257,000円 228,100円

48月以上60月未満 283,800円 266,600円 235,900円

60月以上72月未満 290,600円 275,300円 246,600円

72月以上84月未満 298,900円 283,800円 257,000円

84月以上96月未満 308,300円 290,600円 266,600円

96月以上108月未満 317,300円 298,900円 275,300円

108月以上120月未満 324,200円 308,300円 283,800円

120月以上138月未満 332,500円 317,300円 290,600円

138月以上156月未満 340,700円 324,200円 298,900円

156月以上 347,900円 332,500円 308,300円

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第１項の改正規定

は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の磐田市小中一貫教育の推進等に係る市費負担教

員の任用等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）別表第１の規

定は、令和４年４月１日から適用する。 
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 （給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の磐田市小中一

貫教育の推進等に係る市費負担教員の任用等に関する条例の規定に基づい

て支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 
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磐田市小中一貫教育の推進等に係る市費負担教員の任用等に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（給料） （給料） 

第４条 給料は、磐田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年磐

田市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。）第８条第１項に規定す

る正規の勤務時間（以下第13条において単に「正規の勤務時間」とい

う。）による職務に対する報酬として、別表第１で定める教職経験月数の

区分により給料を支給する。ただし、任用される年度の４月１日において

60歳以上の者にあっては、28万8,600円を限度とする。 

第４条 給料は、磐田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年磐

田市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。）第８条第１項に規定す

る正規の勤務時間（以下第13条において単に「正規の勤務時間」とい

う。）による職務に対する報酬として、別表第１で定める教職経験月数の

区分により給料を支給する。ただし、任用される年度の４月１日において

60歳以上の者にあっては、26万6,600円を限度とする。 

２ 略 ２ 略 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

教職経験月数 大学院卒 大学卒 短大卒 

12月未満 243,200円 224,700円 204,000円

12月以上24月未満 253,800円 232,500円 210,800円

24月以上36月未満 263,600円 243,200円 217,500円

36月以上48月未満 272,500円 253,800円 224,700円

48月以上60月未満 281,100円 263,600円 232,500円

60月以上72月未満 288,600円 272,500円 243,200円

72月以上84月未満 297,700円 281,100円 253,800円

84月以上96月未満 307,200円 288,600円 263,600円

96月以上108月未満 316,300円 297,700円 272,500円

108月以上120月未満 324,200円 307,200円 281,100円

120月以上138月未満 332,500円 316,300円 288,600円

138月以上156月未満 340,700円 324,200円 297,700円

156月以上 347,900円 332,500円 307,200円

教職経験月数 大学院卒 大学卒 短大卒 

12月未満 246,600円 228,100円 207,400円

12月以上24月未満 257,000円 235,900円 214,200円

24月以上36月未満 266,600円 246,600円 220,900円

36月以上48月未満 275,300円 257,000円 228,100円

48月以上60月未満 283,800円 266,600円 235,900円

60月以上72月未満 290,600円 275,300円 246,600円

72月以上84月未満 298,900円 283,800円 257,000円

84月以上96月未満 308,300円 290,600円 266,600円

96月以上108月未満 317,300円 298,900円 275,300円

108月以上120月未満 324,200円 308,300円 283,800円

120月以上138月未満 332,500円 317,300円 290,600円

138月以上156月未満 340,700円 324,200円 298,900円

156月以上 347,900円 332,500円 308,300円
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